
投資信託の分配金に関する税制変更のご案内 

 これまで、お客さまが保有する投資信託等について、外国株式等への投資から得た利
益が分配金に含まれている場合には、その投資信託等が外国において徴収された納税額
（外国所得税額）と、お客さまが受け取る分配金に対する所得税等で二重に税金を課せ
られる、「二重課税」が行われている状態にありました。 
 これについて、証券業界は改善を要望していたところ、２０２０年１月１日より外国
所得税額を考慮して所得税等が課されることとなりました。 
 なお、この二重課税調整措置について、お客さまに必要なお手続きはなく、２０２０
年１月１日以降に支払われる投資信託等の分配金に対して、自動的に適用されます。 

※ 私募投資信託、ETF・J-REIT・JDR（株式数比例配分方式以外）についてのみ、二重課税調整が可能。 

※ 公募投資信託、ETF・J-REIT・JDR（株式数比例配分方式）でも、二重課税調整が可能となった。 

投資信託等の二重課税調整制度開始について 



二重課税調整の方法 

 本措置の対象となる投資信託等を保有している場合、２０２０年１月１日以降に
支払われる投資信託等の課税前分配金額は、外国所得税額が加算された金額となり
ます。 
 この金額をもとに日本の課税額（国税・地方税）の計算が行われますが、国税は
そこから一定の外国所得税額を控除することによって、二重課税状態を解消するた
めの調整が自動的に行われます。ただし地方税については、二重課税調整制度の適
用はありません。 
 なお、日本の所得税額から控除される外国所得税の額は、保有している商品やそ
の投資先に関する税制、お客さまの属性等によって差異が生じる可能性があります。 

二重課税調整措置の対象 

 二重課税調整措置の対象となるのは、外国資産（株式・不動産等）に投資を行い
そこから生じた利益をもとに投資家に分配金を支払っている投資信託等です。これ
らの投資信託等が２０２０年１月１日以降に支払う分配金については、自動的に二
重課税調整が行われます。ただし、対象となる投資信託等をNISA口座で保有され
ている場合は、国税分は非課税となり、外国との二重課税状態が発生しませんので
本措置の対象となりません。 

※ イメージ化のために外国政府における税率を10%、日本政府における税率を15%としていますが、 
      実際には復興特別所得税や地方税が課されます。 
※ 各段階の数値は、保有している商品やその投資先に関する税制、お客さまの属性等によって異なります。 
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